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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
複数枚の小パネル（１０ａ～１０ｋ）を上下又は左右の一方向に組み合わせて構成する標
識用パネルであって、各パネルは表面側パネル（１０１）と裏面側パネル（１０２）を有
し、
　前記小パネルは上下又は左右端部に設けた上下一対の接続部（１２，１３）を有する複
数枚の小パネル（１０ａ～１０ｊ）と、前記上下一対の接続部に加えてさらに長手方向に
伸びる断面Ｃ字型の溝（１６）を有する少なくとも２枚の小パネル（１０ｋ）を使用し、
　前記上側接続部（１２）は、前記表面側パネル（１０１）から数えて、第１突起（１２
１）、第２突起（１２２）、第３突起（１２３）の３つの突起が立ち上がっており、
前記第１突起（１２１）は前記表面側パネル（１０１）の延長であり、先端部において内
側に湾曲している第１湾曲部（１２４）及び内側に伸びる爪部（１２５）を有し、
前記第２突起（１２２）は、前記表面側パネル（１０１）と前記裏面側パネル（１０２）
に接続した２本の脚部（１２６，１２７）を有し、全体の断面形状は漢字の「人」のよう
であり、この漢字の第１画に当たる曲線がこの第２突起（１２２）を形成しており、
前記第３突起（１２３）は前記裏面側パネル（１０２）の延長であり、先端部において内
側に湾曲した第２湾曲部（１２８）を有しており、前記第２突起（１２２）と前記第２湾
曲部（１２８）の間で深い第１溝（１２９）を形成しており、
　前記下側接続部（１３）は、前記表面側パネル（１０１）から数えて、第４突起（１３
１）、第５突起（１３２）、第６突起（１３３）、第７突起（１３４）の４つの突起が立
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ち上がっており、
前記第４突起（１３１）は前記表面側パネル（１０１）の末端にある小さな突起であり、
前記第５突起（１３２）は、前記表面側パネル（１０１）と前記裏面側パネル（１０２）
の間を連結する底面（１３５）からほぼ垂直に突出しており、
前記第６突起（１３３）は、前記底面（１３５）から湾曲しながら突出し、途中に前記第
７突起側に向いた爪部（１３６）を有しており、
前記第７突起（１３４）は前記裏面側パネル（１０２）の末端にある小さな突起であり、
先端は平坦面（１３７）となっており、
前記第４突起（１３１）と前記第５突起（１３２）の間、前記第６突起（１３３）と前記
第７突起（１３４）の間にそれぞれ第２溝（１３８）、第３溝（１３９）が形成されてお
り、
　前記上側接続部（１２）と前記下側接続部（１３）を接続するとき、前記第２湾曲部（
１２８）を前記第３溝（１３９）に差し込み、前記第３突起（１３４）と前記第２湾曲部
（１２８）を接触させ、前記第２湾曲部（１２８）を前記爪部（１３６）と接触させ、こ
こを支点として小パネルを回転させることにより、前記第６突起（１３３）を前記第１溝
（１２９）に入れ、前記第２突起（１３２）を前記爪部（１２５）と接触させ、最終的に
、前記第２溝（１３８）に前記第１湾曲部（１２４）を入れることにより、前記突起部（
１２１～１２８，１３１～１３７）及び前記溝部（１２９，１３８，１３９）を嵌合させ
て前記各小パネル同士を連結させ、
さらに、全体のパネル（１００）の裏面において、補強部材（１１１）で補強すると共に
、
前記補強部材（１１１）の下部（１１１ａ）と全体パネル（１００）とをボルト孔付きの
押さえ金具（１７）で押さえ、前記ボルト孔にボルト（１８）を挿通させ、前記小パネル
（１０ｋ）の前記Ｃ字型溝（１６）の上壁（１６ａ）と補強部材（１１１）を前記ボルト
（１８）により締め付ける
ことを特徴とする標識用パネル（１０）。
【請求項２】
前記全体パネル（１０）を外枠（１４）で囲んだ請求項１記載の標識用パネル。
【請求項３】
複数枚の小パネル（１０ａ～１０ｋ）を上下又は左右の一方向に組み合わせて構成する標
識用パネルの組立方法であって、
上下又は左右端部に設けた一対の接続部（１２，１３）を有する複数枚の小パネル（１０
ａ～１０ｊ）と、前記一対の接続部に加えてさらに長手方向に伸びる断面Ｃ字型の溝（１
６）を有する少なくとも２枚の小パネル（１０ｋ）各パネルは表面側パネル（１０１）と
裏面側パネル（１０２）を有し、
　前記小パネルは上下又は左右端部に設けた上下一対の接続部（１２，１３）を有する複
数枚の小パネル（１０ａ～１０ｊ）と、前記上下一対の接続部に加えてさらに長手方向に
伸びる断面Ｃ字型の溝（１６）を有する少なくとも２枚の小パネル（１０ｋ）を使用し、
　前記上側接続部（１２）は、前記表面側パネル（１０１）から数えて、第１突起（１２
１）、第２突起（１２２）、第３突起（１２３）の３つの突起が立ち上がっており、
前記第１突起（１２１）は前記表面側パネル（１０１）の延長であり、先端部において内
側に湾曲している第１湾曲部（１２４）及び内側に伸びる爪部（１２５）を有し、
前記第２突起（１２２）は、前記表面側パネル（１０１）と前記裏面側パネル（１０２）
に接続した２本の脚部（１２６，１２７）を有し、全体の断面形状は漢字の「人」のよう
であり、この漢字の第１画に当たる曲線がこの第２突起（１２２）を形成しており、
前記第３突起（１２３）は前記裏面側パネル（１０２）の延長であり、先端部において内
側に湾曲した第２湾曲部（１２８）を有しており、前記第２突起（１２２）と前記第２湾
曲部（１２８）の間で深い第１溝（１２９）を形成しており、
　前記下側接続部（１３）は、前記表面側パネル（１０１）から数えて、第４突起（１３
１）、第５突起（１３２）、第６突起（１３３）、第７突起（１３４）の４つの突起が立
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ち上がっており、
前記第４突起（１３１）は前記表面側パネル（１０１）の末端にある小さな突起であり、
前記第５突起（１３２）は、前記表面側パネル（１０１）と前記裏面側パネル（１０２）
の間を連結する底面（１３５）からほぼ垂直に突出しており、
前記第６突起（１３３）は、前記底面（１３５）から湾曲しながら突出し、途中に前記第
７突起側に向いた爪部（１３６）を有しており、
前記第７突起（１３４）は前記裏面側パネル（１０２）の末端にある小さな突起であり、
先端は平坦面（１３７）となっており、
前記第４突起（１３１）と前記第５突起（１３２）の間、前記第６突起（１３３）と前記
第７突起（１３４）の間にそれぞれ第２溝（１３８）、第３溝（１３９）が形成されてい
るものを用意する工程と、
　前記上側接続部（１２）と前記下側接続部（１３）を接続するとき、前記第２湾曲部（
１２８）を前記第３溝（１３９）に差し込み、前記第３突起（１３４）と前記第２湾曲部
（１２８）を接触させ、前記第２湾曲部（１２８）を前記爪部（１３６）と接触させ、こ
こを支点として小パネルを回転させることにより、前記第６突起（１３３）を前記第１溝
（１２９）に入れ、前記第２突起（１３２）を前記爪部（１２５）と接触させ、最終的に
、前記第２溝（１３８）に前記第１湾曲部（１２４）を入れることにより、前記突起部（
１２１～１２８，１３１～１３７）及び前記溝部（１２９，１３８，１３９）を嵌合させ
て前記各小パネル同士を連結させる工程と、
この全体パネル（１００）の裏面から補強材（１１１）で補強する工程を有し、
前記補強材（１１１）で補強する工程において、補強部材（１１１）の下部（１１１ａ）
と全体パネル（１００）とをボルト孔付き押さえ金具（１７）で押さえ、前記ボルト孔に
ボルト（１８）を挿通させ、前記小パネル（１０ｋ）のＣ字型（１６）溝の上壁（１６ａ
）と補強部材（１１１）を前記ボルト（１８）により締め付ける
ことを特徴とする標識用パネルの組立方法。
【請求項４】
さらに、前記全体パネル（１００）を外枠（１４）で覆う工程を有する請求項３記載の組
立方法。
 
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、標識用パネル及びその組立方法に関する。標識用パネルとしては、小パネル
を複数枚組み合わせて構成する比較的に大きなもの（例えば屋外看板、交通標識、等）が
対象となることが多いが、サイズは発明の要素ではない。
【背景技術】
【０００２】
　小パネルを複数枚組み合わせて構成する標識用パネルに関する従来技術として、例えば
、現場で溶接によりつなぎ合わせる方法がある。
【０００３】
　また、同一寸法の複数枚の単位ボードを一方向に隣り合わせて、屏風畳み形式の折り畳
みが可能なように相互に連結する技術も知られている（下記特許文献１参照）。連結用の
金具は「連結用のシート部材」とだけ記載されていて、同文献の図面を見てもはっきりし
ないが、蝶番のようなものと想像される。
【特許文献１】特開平２－２６４２９３号
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　現場で溶接作業を行うのは、そのための設備が必要であると共に、熟練者が必要なため
、コストダウンの障害となっている。
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【０００５】
　屏風畳み形式の標識パネルは、各パネルがすべて予め連結されていて、普通の方法では
、個別の小パネルに分割することはできない。そのため作業員が手で運ぶときには、一人
では持ち運びが不可能な場合が多い。また、各パネルがすべて連結されていて、普通の方
法では部分的に取り外すことができないため、全体のサイズ調節も困難である。
【０００６】
　本発明は、個別の小パネルは予め連結されていないので、一人でも持ち運びができ、当
然サイズ調節も可能であり、なおかつ、組み立てるときにも特別な器具や道具を必要とし
ないような、標識用パネル及びその組立方法を提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　本発明の標識用パネルは、複数枚の小パネル（１０ａ～１０ｋ）を上下又は左右の一方
向に組み合わせて構成する標識用パネルであって、各パネルは表面側パネル（１０１）と
裏面側パネル（１０２）を有し、前記小パネルは上下又は左右端部に設けた上下一対の接
続部（１２，１３）を有する複数枚の小パネル（１０ａ～１０ｊ）と、前記上下一対の接
続部に加えてさらに長手方向に伸びる断面Ｃ字型の溝（１６）を有する少なくとも２枚の
小パネル（１０ｋ）を使用し、前記上側接続部（１２）は、前記表面側パネル（１０１）
から数えて、第１突起（１２１）、第２突起（１２２）、第３突起（１２３）の３つの突
起が立ち上がっており、前記第１突起（１２１）は前記表面側パネル（１０１）の延長で
あり、先端部において内側に湾曲している第１湾曲部（１２４）及び内側に伸びる爪部（
１２５）を有し、前記第２突起（１２２）は、前記表面側パネル（１０１）と前記裏面側
パネル（１０２）に接続した２本の脚部（１２６，１２７）を有し、全体の断面形状は漢
字の「人」のようであり、この漢字の第１画に当たる曲線がこの第２突起（１２２）を形
成しており、前記第３突起（１２３）は前記裏面側パネル（１０２）の延長であり、先端
部において内側に湾曲した第２湾曲部（１２８）を有しており、前記第２突起（１２２）
と前記第２湾曲部（１２８）の間で深い第１溝（１２９）を形成しており、　前記下側接
続部（１３）は、前記表面側パネル（１０１）から数えて、第４突起（１３１）、第５突
起（１３２）、第６突起（１３３）、第７突起（１３４）の４つの突起が立ち上がってお
り、前記第４突起（１３１）は前記表面側パネル（１０１）の末端にある小さな突起であ
り、前記第５突起（１３２）は、前記表面側パネル（１０１）と前記裏面側パネル（１０
２）の間を連結する底面（１３５）からほぼ垂直に突出しており、前記第６突起（１３３
）は、前記底面（１３５）から湾曲しながら突出し、途中に前記第７突起側に向いた爪部
（１３６）を有しており、前記第７突起（１３４）は前記裏面側パネル（１０２）の末端
にある小さな突起であり、先端は平坦面（１３７）となっており、前記第４突起（１３１
）と前記第５突起（１３２）の間、前記第６突起（１３３）と前記第７突起（１３４）の
間にそれぞれ第２溝（１３８）、第３溝（１３９）が形成されており、　前記上側接続部
（１２）と前記下側接続部（１３）を接続するとき、前記第２湾曲部（１２８）を前記第
３溝（１３９）に差し込み、前記第３突起（１３４）と前記第２湾曲部（１２８）を接触
させ、前記第２湾曲部（１２８）を前記爪部（１３６）と接触させ、ここを支点として小
パネルを回転させることにより、前記第６突起（１３３）を前記第１溝（１２９）に入れ
、前記第２突起（１３２）を前記爪部（１２５）と接触させ、最終的に、前記第２溝（１
３８）に前記第１湾曲部（１２４）を入れることにより、前記突起部（１２１～１２８，
１３１～１３７）及び前記溝部（１２９，１３８，１３９）を嵌合させて前記各小パネル
同士を連結させ、さらに、全体のパネル（１００）の裏面において、補強部材（１１１）
で補強すると共に、前記補強部材（１１１）の下部（１１１ａ）と全体パネル（１００）
とをボルト孔付きの押さえ金具（１７）で押さえ、前記ボルト孔にボルト（１８）を挿通
させ、前記小パネル（１０ｋ）の前記Ｃ字型溝（１６）の上壁（１６ａ）と補強部材（１
１１）を前記ボルト（１８）により締め付けることを特徴とする。
 
【０００８】
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本発明の標識用パネルの組立方法は、複数枚の小パネル（１０ａ～１０ｋ）を上下又は左
右の一方向に組み合わせて構成する標識用パネルの組立方法であって、
上下又は左右端部に設けた一対の接続部（１２，１３）を有する複数枚の小パネル（１０
ａ～１０ｊ）と、前記一対の接続部に加えてさらに長手方向に伸びる断面Ｃ字型の溝（１
６）を有する少なくとも２枚の小パネル（１０ｋ）各パネルは表面側パネル（１０１）と
裏面側パネル（１０２）を有し、前記小パネルは上下又は左右端部に設けた上下一対の接
続部（１２，１３）を有する複数枚の小パネル（１０ａ～１０ｊ）と、前記上下一対の接
続部に加えてさらに長手方向に伸びる断面Ｃ字型の溝（１６）を有する少なくとも２枚の
小パネル（１０ｋ）を使用し、前記上側接続部（１２）は、前記表面側パネル（１０１）
から数えて、第１突起（１２１）、第２突起（１２２）、第３突起（１２３）の３つの突
起が立ち上がっており、前記第１突起（１２１）は前記表面側パネル（１０１）の延長で
あり、先端部において内側に湾曲している第１湾曲部（１２４）及び内側に伸びる爪部（
１２５）を有し、前記第２突起（１２２）は、前記表面側パネル（１０１）と前記裏面側
パネル（１０２）に接続した２本の脚部（１２６，１２７）を有し、全体の断面形状は漢
字の「人」のようであり、この漢字の第１画に当たる曲線がこの第２突起（１２２）を形
成しており、前記第３突起（１２３）は前記裏面側パネル（１０２）の延長であり、先端
部において内側に湾曲した第２湾曲部（１２８）を有しており、前記第２突起（１２２）
と前記第２湾曲部（１２８）の間で深い第１溝（１２９）を形成しており、　前記下側接
続部（１３）は、前記表面側パネル（１０１）から数えて、第４突起（１３１）、第５突
起（１３２）、第６突起（１３３）、第７突起（１３４）の４つの突起が立ち上がってお
り、前記第４突起（１３１）は前記表面側パネル（１０１）の末端にある小さな突起であ
り、前記第５突起（１３２）は、前記表面側パネル（１０１）と前記裏面側パネル（１０
２）の間を連結する底面（１３５）からほぼ垂直に突出しており、前記第６突起（１３３
）は、前記底面（１３５）から湾曲しながら突出し、途中に前記第７突起側に向いた爪部
（１３６）を有しており、前記第７突起（１３４）は前記裏面側パネル（１０２）の末端
にある小さな突起であり、先端は平坦面（１３７）となっており、前記第４突起（１３１
）と前記第５突起（１３２）の間、前記第６突起（１３３）と前記第７突起（１３４）の
間にそれぞれ第２溝（１３８）、第３溝（１３９）が形成されているものを用意する工程
と、前記上側接続部（１２）と前記下側接続部（１３）を接続するとき、前記第２湾曲部
（１２８）を前記第３溝（１３９）に差し込み、前記第３突起（１３４）と前記第２湾曲
部（１２８）を接触させ、前記第２湾曲部（１２８）を前記爪部（１３６）と接触させ、
ここを支点として小パネルを回転させることにより、前記第６突起（１３３）を前記第１
溝（１２９）に入れ、前記第２突起（１３２）を前記爪部（１２５）と接触させ、最終的
に、前記第２溝（１３８）に前記第１湾曲部（１２４）を入れることにより、前記突起部
（１２１～１２８，１３１～１３７）及び前記溝部（１２９，１３８，１３９）を嵌合さ
せて前記各小パネル同士を連結させる工程と、この全体パネル（１００）の裏面から補強
材（１１１）で補強する工程を有し、前記補強材（１１１）で補強する工程において、補
強部材（１１１）の下部（１１１ａ）と全体パネル（１００）とをボルト孔付き押さえ金
具（１７）で押さえ、前記ボルト孔にボルト（１８）を挿通させ、前記小パネル（１０ｋ
）のＣ字型（１６）溝の上壁（１６ａ）と補強部材（１１１）を前記ボルト（１８）によ
り締め付けることを特徴とする。
 
【発明の効果】
【０００９】
　本発明によれば、複数枚の小パネルを使用するので、現場で一人でも持ち運びができ、
枚数を調節することにより、サイズ調節も可能である。また、組立には接続部同士を嵌合
させるだけであるから、時間もかからず、特別な器具や道具を必要としない。作業には熟
練を必要としないので、大幅なコストダウンを実現することができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１０】
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　小パネルを組み合わせる方向は一方向であるが、目的とする全体の標識パネルの形状や
サイズに応じて、上下方向であってよいし、左右方向であってもよい。
【００１１】
　前記小パネルは上下又は左右端部に一対の接続部を有する。各接続部は突起部又は溝部
を有する。強度を高めるため、各接続部にはそれぞれ突起部又は溝部を２～４個設け、嵌
合箇所を複数個（たとえば２～３個）とするのが好ましい。
【００１２】
　全体パネルの最上部に位置する上部接続部および最下部に位置する下部接続部が露出し
ないように、外枠で囲むのが好ましい。
【００１３】
　各接続部を利用した小パネルの連結だけでは、強度に不安があるときには、パネルの裏
面から補強材で補強することが好ましい。補強材としては、たとえば、断面Ｔ字型部材、
Ｌ字型部材及びＨ字型部材のいずれかを固定部材（ビス、ねじ、リベット、ボルトなど）
で取り付けるのが好ましい。
【００１４】
　補強部材と全体パネルを組み合わせる別法として、長手方向に断面Ｃ字型の溝を設けた
小パネルを少なくとも２つ使用して全体パネルを構成し、補強部材の下部と全体パネルと
を押さえ金具で押さえることもできる。押さえ金具はボルト孔を有し、この孔にボルトを
挿通させ、第２パネルのＣ字型溝の上壁をボルト頭部とボルトナットにより締め付けるこ
とにより固定する。これにより、補強部材に多数の穴開けやその数だけのビス止めをする
必要がなくなり、作業効率が向上する。また、補強部材の固定は、補強部材の下部を押さ
える押さえ金具と断面Ｃ字溝に取り付けられるボルトによるので、補強部材の設定位置は
自由に決められる。
【実施例１】
【００１５】
　以下、添付の図面に基づき、本発明の一実施例を説明する。
【００１６】
　図１は、交通標識１として、本発明の標識用パネル１０を使用している状態の正面図で
ある。
【００１７】
　図２は、標識用パネル１０の正面図（ａ）、背面図（ｂ）、側面図（ｃ）である。正面
図、背面図において実線で区切られているのは個々の小パネル１０ａ，１０ｂ，１０ｃ，
　．．．，１０ｊである。この標識は１０枚の小パネルを縦方向に繋いでいることが分か
る。正面図（ａ）に示すパネルを図１のような交通標識として用いるときには、当然、印
刷されたシート（図示せず）で表面を覆うので、小パネル同士の境目は正面からは見えな
くなる。ただし、境目が見えても構わないときには、小パネルの上に直接印刷してもよい
。
【００１８】
　背面図（ｂ）に示すように、この標識用パネル１０の背後にはＴ字型の補強材１１が設
けられている。
【００１９】
　図３は、Ｔ字型の補強材１１の拡大図である。（ａ）は背面図、（ｂ）は縦断面図、（
ｃ）は横断面図である。
【００２０】
　これらの図に示すように、補強材のＴ字水平部分１１ａは、ビス、リベット、ボルト、
ねじ１１ｂ、などにより、標識用パネル１０に強固に連結されている。補強材のＴ字垂直
部分１１ｃは強度を高めるためのものである。
【００２１】
　本発明の特徴は、各小パネル同士の接続方法にある。図４の断面図に示すように、各小
パネル１０（ａ～ｊ）は、二重壁構造になっており、縦方向につながっていけるように上
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下先端に接続部分１２（ａ，ｂ，ｃ．．．），１３（ａ，ｂ，ｃ．．．）がある。すなわ
ち、パネル１０ａの上側接続部分１２ａは、すぐ上に位置するパネル１０ｂの下側接続部
分１３ｂと接続可能である。パネル１０ｊの下側接続部分１３ｊは、すぐ下に位置するパ
ネル１０ｉの上側接続部分１２ｉと接続可能である。そのままでは、全体パネルの最上部
１０ｊ及び最下部１０ａにおいて、上側接続部１２ｊ又は下側接続部１３ａが露出するこ
とになるが、双方共に断面コ字型の外枠１４によってカバーされるので、露出することは
ない。
【００２２】
　上側接続部１２は、表面側パネルから数えて、第１突起１２１、第２突起１２２、第３
突起１２３の３つの突起が立ち上がっている。第１突起１２１は表面側パネル１０１の延
長であり、先端部において内側に湾曲している第１湾曲部１２４及び内側に伸びる爪部１
２５を有する。第２突起１２２は、表面側パネル１０１と裏面側パネル１０２に接続した
２本の脚部１２６，１２７を有し、全体の断面形状は漢字の「人」のようである。この漢
字の第１画に当たる曲線が第２突起１２２を形成している。第３突起１２３は裏面側パネ
ル１０２の延長であり、先端部において内側に湾曲した第２湾曲部１２８を有する。第２
突起１２２と第２湾曲部１２８の間で深い第１溝１２９を形成している。
【００２３】
　下側接続部１３は、表面側パネルから数えて、第４突起１３１、第５突起１３２、第６
突起１３３、第７突起１３４の４つの突起が立ち上がっている。第４突起１３１は表面側
パネル１０１の末端にある小さな突起である。第５突起１３２は、表面側パネル１０１と
裏面側パネル１０２の間を連結する底面１３５からほぼ垂直に突出している。第６突起１
３３は、底面１３５から湾曲しながら突出し、途中に第７突起側に向いた爪部１３６を有
している。第７突起１３４は裏面側パネル１０２の末端にある小さな突起であり、先端は
平坦面１３７となっている。第４突起１３１と第５突起１３２の間、第６突起１３３と第
７突起１３４の間にそれぞれ第２溝１３８、第３溝１３９が形成されている。
【００２４】
　上側接続部１２と下側接続部１３を接続するには、補強材１１をつけていない状態の個
別パネルを複数枚用意する。続いて、図５に示すように、第２湾曲部１２８を第３溝１３
９に差し込み、第３突起１３４と第２湾曲部１２８を接触させる。このとき、第２湾曲部
１２８は爪部１３６とも接触する。ここを支点として矢印の方向に小パネル１０を回転さ
せる（（ａ）参照）と、第６突起１３３が第１溝１２９に入る（（ｂ）参照）。第２突起
１３２が爪部１２５と接触し、さらに下降を続ける。最終的に、第２溝１３８に第１湾曲
部１２４が入って連結は完了する（（ｃ）参照）。
【００２５】
　小パネルを複数枚組み合わせて全体パネル１０を形成した後で、補強材１１をビスなど
により固定し、最後に外枠１４を取り付けて全体パネルが完成する。
【実施例２】
【００２６】
　図示しないが、接続部を小パネルの上下でなく、左右に設けて、左右方向に小パネルを
連結させる。図２の標識パネルを９０度右又は左に回転させたようなものと理解すること
ができる。
【実施例３】
【００２７】
　図６，７は本発明の第３実施例であり、使用する小パネル及び補強部材に特徴を有する
。
【００２８】
　第１実施例では、使用する小パネルは１種類であったが、この第３実施例では２種類を
使用する。そのうちの１つは実施例１で使用するものと同じ（例えば、図４参照）であり
、これを「第１パネル」（１０ａ～１０ｊ）と呼ぶ。もう一つは図６に断面を示したもの
であり、これを「第２パネル」（１０ｋ）と呼ぶ。第２パネル１０ｋが第１パネルと異な
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るのは、図６に示すように、パネルの中央に断面Ｃ字型の溝１６が長手方向に伸びている
ことである。
【００２９】
　補強部材１１１は、第１実施例ではＴ字型であったが、この第３実施例では、図７に示
すように、底部１１１ａ、垂直部１１１ｂ、上部１１１ｃからなるＨ字型である。市販の
Ｈ鋼を使用するのが経済的かつ効率的である。
【００３０】
　第１，第２パネルは、例えば図７（ａ）に示すように、上下方向に交互に並べる。Ｈ鋼
１１１も上下方向に置き、Ｈ鋼の下部１１１ａと全体パネル１００とを押さえ金具１７で
押さえる。押さえ金具１７はボルト孔を有し、この孔にボルト１８を挿通させ、第２パネ
ルのＣ字型溝の上壁１６ａをボルト頭部１８ａとボルトナット１８ｂにより締め付け、固
定する。
【００３１】
　図示しない変形例として、補強部材は、Ｈ字型でなくてもＴ字型又はＬ字型でもよい。
第１パネル１０ａ～１０ｊ，第２パネル１０ｋの並べ方は交互でなくても、第２パネルを
第１パネルに対して２つおき、３つおき、等に設定することが可能である。さらに、第１
パネルを使用せずに、第２パネル１種類だけ使用することもできる。
【００３２】
　第３実施例では、第１，第２実施例と異なり、補強部材や小パネルに対して多数の穴開
けやその数だけのビス止めをする必要がなくなり、作業効率が向上する。また、補強部材
の固定は、補強部材の下部を押さえる押さえ金具と断面Ｃ字溝に取り付けられるボルトに
よるので、補強部材の設定位置は自由に決められる。
【図面の簡単な説明】
【００３３】
【図１】交通標識として、本発明の標識用パネルを使用している状態の正面図である。
【図２】標識用パネルの正面図（ａ）、背面図（ｂ）、側面図（ｃ）である。
【図３】Ｔ字型の補強材の拡大図である。（ａ）は背面図、（ｂ）は縦断面図、（ｃ）は
横断面図である。
【図４】標識パネルの荷担部の断面図である。
【図５】各パネルの接続方法を示す断面図である。
【図６】第２パネルの部分断面図である。
【図７】Ｈ字型の補強材の拡大図である。（ａ）は背面図、（ｂ）は縦断面図、（ｃ）は
横断面図である。
【符号の説明】
【００３４】
１     交通標識
１０   全体パネル
１０ａ～１０ｊ　小パネル
１０ｋ　　断面Ｃ字型の溝を有する小パネル
１０１   表面側パネル
１０２   裏面側パネル
１１     補強材
１１１　　Ｈ字型補強材
１２（ａ，ｂ，ｃ．．．）    上側接続部
１３（ａ，ｂ，ｃ．．．）    下側接続部
１４   外枠
１２１～１２３；１３１～１３４　突起部
１２９，１３８，１３９　溝部
１６   溝
１７　　押さえ金具
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【図１】
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【図２】
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【図３】
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